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関西生コン弾圧事件ニュース NO.52 2021年3月12日

＜本号２ページ＞

●本号の内容 １ ４月17～18日、第２回検証シンポジウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ１

２ 【国賠訴訟の現状】東京高裁が３府県の抗告棄却・・・・・・・・・・・・・・・ｐ２

３ 紹介 岩崎春良さん（労委労協代表委員）の問題提起・・・・・・・・・・・・ｐ２

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【国賠訴訟はどうなっているか】

２月18日、東京高裁が3府県の抗告棄却
東京地裁での審理を嫌う京都府、滋賀県、和歌山県

２月 18 日、東京高裁第 8 民事部は、全日建本部などがおこした国賠訴訟を東京地裁でやると

した東京地裁決定（昨年 10 月）を不服とした京都府、滋賀県、和歌山の３府県の抗告を却下す

る決定を下した。（次頁につづく）

発行：全日建（全日本建設運輸連帯労働組合） お問い合わせ０３－５８２０－０８６８
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この国賠訴訟は、昨年３月、全日建本部と関生支部、湯川副委員長ら５者が原告となって、国、

京都府、滋賀県、和歌山県の４者を相手取って東京地裁に提訴したもの。労働組合脱退を迫る取

り調べ、恣意的な長期勾留、組合活動禁止の保釈条件など、警察、検察、裁判所の違法行為の責

任を追及するためだ。提訴から１年経つが、訴訟の中身ではなく、どこの裁判所で審理するかを

めぐり以下のような経過を辿ってきた。

●３府県（京都、滋賀、和歌山の移送申立

まず、第１回口頭弁論がコロナ禍で５か月後の同年８月に延びた。しかも期日前になって、京

都、滋賀、和歌山の３府県が「事件の舞台は関西、証拠も関西、原告も大半が関西。しかもコロ

ナで東京行きは危険。だから裁判は関西で行うべき」としては裁判を京都地裁に移送するよう申

し立てた。組合側は「関西の裁判所では公正な審理は期待できない」と反論し、東京地裁は第１

回口頭弁論後の 10月、移送申立を却下した。

ところが３府県がこの決定に即時抗告を申し立てたことから、さらに４か月も審理停止状態が

つづいてきたのである。

第２回口頭弁論は早くても４～５月の見込み。３府県が最高裁に特別抗告する可能性もある。

京都地裁に固執する３府県の振る舞いは、逆に京都地裁が「関西生コン事件」」についていかに

予断と偏見を持っているかを示すものではなかろうか。
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●紹介 岩崎春良さん（労委労協代表委員、中労委労働者委員）が「月刊労委労協」２月号の

巻頭言で「関西生コン事件をどう見るか」を寄稿している。


